
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
規格化されたスイッチボックスに対応する寸法モジュールで形成され、スイッチボックス
取り付け用取付枠を介して壁面に埋設されたスイッチボックス内又は壁面に開口した埋め
込み穴内に取付けられ、前面を壁面外に露出する器具本体と、この器具本体内に形成され
器具本体の前面側が開口したランプ収納部に収納され、ランプ収納部の前面開口部より器
具本体外に照明光を出すランプと、器具本体に収納されて器具本体の前方から来る熱線を
感知する熱線センサと、器具本体に収納され、熱線センサの検出出力の立ち上がりがある
とランプを点灯させ、その後熱線センサの検出出力の立ち下がると一定時間後にランプを
消灯させる制御回路と、ランプ交換時に電源を遮断するスイッチとを備え

ことを特徴とする照明器具。
【請求項２】
熱線センサの収納部位を囲繞する壁の内ランプ収納部と隣接する壁を２重の壁としたこと
を特徴とする請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
ランプ配置位置より下方位置のランプ収納部の壁面に器具本体外に連通する空気流入孔を
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、器具本体の前
面には熱線を内部に取り込む受光窓を設け、この受光窓には器具本体の前方からの熱線を
器具本体内の熱線センサの検知面に集光させる集光レンズを複数夫々の光軸の方向を異な
らせて設けたレンズ本体を被着するとともに、レンズ本体の裏側に集光レンズを通過した
熱線の内熱線センサの有効視野外へ向かう熱線を、熱線センサの有効視野内を通るように
反射させる反射ミラーを設けた



開口するとともにランプ配置位置より上方位置のランプ収納部の壁面に器具本体外部に連
通する空気流出孔を開口したことを特徴とする請求項１記載の照明器具。
【請求項４】

ことを特徴とする請求項１記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
　本発明は、壁面に埋め込み配設する照明器具に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
　従来、通常廊下に面した壁の下部に露設されて足元を照らす所謂ナイトライトと称せら
れるこの種の照明器具は器具本体に設けた手動スイッチ又は器具本体に設けた端子に接続
した外部スイッチを手動操作することにより内蔵せるランプの点灯、消灯を行うようにな
っていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
　ところで上述のように従来のナイトライトと称せられる照明器具は、手動操作によって
ランプの点灯、消灯を行っていたため、操作の手間がかかり、その上ランプの消し忘れを
起こしやすいという問題があった。
【０００４】
　また壁面に露設するため、狭い廊下では歩行の邪魔になるという問題もあった。
【０００５】
　本発明は上述の問題点に鑑みて為されたもので、請求項１の発明の目的とするところは
、設置場所に人が近づくと自動的にランプを点灯させ、人が遠ざかると自動的に消灯させ
ることができ、また遅延消灯であるため熱線センサの検知エリアの境界付近での人の動き
があってもランプが不必要に点滅することがなく、また壁面に埋め込み配設でき

照明器
具を提供するにある。
【０００６】
　請求項２の発明の目的とするところは、ランプの発熱の影響を熱線センサが受けるの防
いだ照明器具を提供するにある。
【０００７】
　請求項３の発明の目的とするところは、ランプ収納部内に対流によって外気を取り込み
、ランプ収納部の温度上昇を抑制できる照明器具を提供するにある。
【０００８】
　請求項４の発明の目的とするところは、

照明器具を提供するにある。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために請求項１の発明では、規格化されたスイッチボックスに対応
する寸法モジュールで形成され、スイッチボックス取り付け用取付枠を介して壁面に埋設
されたスイッチボックス内又は壁面に開口した埋め込み穴内に取付けられ、前面を壁面外
に露出する器具本体と、この器具本体内に形成され器具本体の前面側が開口したランプ収
納部に収納され、ランプ収納部の前面開口部より器具本体外に照明光を出すランプと、器
具本体に収納されて器具本体の前方から来る熱線を感知する熱線センサと、器具本体に収
納され、熱線センサの検出出力の立ち上がりがあるとランプを点灯させ、その後熱線セン
サの検出出力の立ち下がると一定時間後にランプを消灯させる制御回路と、ランプ交換時
に電源を遮断するスイッチとを備え
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器具本体に収納され、器具本体外の外光の明るさレベルを検知する明るさセンサを付加し
、この明るさセンサの検知する明るさレベルが所定レベル以上のときランプの点灯動作を
キャンセルさせる機能を制御回路に備えた

、さらに
はレンズ本体の出っ張り量を抑えつつ広い範囲からの熱線を検知することができる

外光が明るく照明が不要なときにはランプを点
かないようにした

、器具本体の前面には熱線を内部に取り込む受光窓を



もので
ある。
【００１０】
　請求項２の発明では、熱線センサの収納部位を囲繞する壁の内ランプ収納部と隣接する
壁を２重の壁としたことを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項３の発明では、ランプ配置位置より下方位置のランプ収納部の壁面に器具本体外
に連通する空気流入孔を開口するとともにランプ配置位置より上方位置のランプ収納部の
壁面に器具本体外部に連通する空気流出孔を開口したことを特徴とするものである。
【００１２】
　請求項４の発明では、

【００１３】
【作用】
　請求項１の発明によれば、壁面内に器具本体を通常の埋め込み配線器具と同様にスイッ
チボックスや壁面に設けた埋め込み穴に埋設することができ、そのため外部に突出する量
が少なく、狭い廊下の壁面に設けても歩行の邪魔にならず、しかも熱線センサと制御回路
により、人が近づいた場合に自動的にランプを点灯させ、人が遠ざかると自動的にランプ
を消灯させることができるため、手動の操作のように手間がかからず、また消し忘れも防
止できる。それに加え遅延消灯となるため熱線センサの検知エリアの境界付近での人の動
きがあっても人の動きによりランプが点滅するようなことが起きない。

【００１４】
　請求項２の発明によれば、ランプ収納部と熱線センサの収納部位との間の断熱が図れ、
ランプの熱が熱線センサへ影響を及ぼすのを防ぐことができる。
【００１５】
　請求項３の発明によれば、ランプの発熱によって起きる対流によりランプ収納部の熱せ
られた空気を器具本体外へ排気し外部から冷たい空気を吸気することができ、そのためラ
ンプ収納部内の温度上昇を抑制できる。
【００１６】
　請求項４の発明によれば、

【００１７】
【実施例】
　以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。
【００１８】
　図２、図３は本発明の一実施例の分解斜視図を示しており、器具本体１は、耐熱性の高
い合成樹脂成形品からなる箱状のボディ１Ａと、このボディ１Ａの開口部に被着するカバ
ー１Ｂとで構成され、全体としてはＪＩＳで定められた大角形配線器具の２連モジュール
寸法の大きさに形成されいる。
【００１９】
　ボディ１Ａは取付け時に底部となる側壁に所定間隔を開けて並行する片と、右側の側壁
に並行する片とでなるＬ字状に屈曲した仕切り壁２を一体に立設し、ボディ１Ａ内を略方
形の空間からなるランプ収納部３Ａと、Ｌ字状の空間からなるプリント基板配設部３Ｂと
に２分してある。
【００２０】
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設け、この受光窓には器具本体の前方からの熱線を器具本体内の熱線センサの検知面に集
光させる集光レンズを複数夫々の光軸の方向を異ならせて設けたレンズ本体を被着すると
ともに、レンズ本体の裏側に集光レンズを通過した熱線の内熱線センサの有効視野外へ向
かう熱線を、熱線センサの有効視野内を通るように反射させる反射ミラーを設けた

器具本体に収納され、器具本体外の外光の明るさレベルを検知す
る明るさセンサを付加し、この明るさセンサの検知する明るさレベルが所定レベル以上の
ときランプの点灯動作をキャンセルさせる機能を制御回路に備えたものである。

さらに、レンズ本
体の突出量を抑えつつ広い範囲から熱線を集光できる。

ランプの照明が不要な明るい状態では、人が近づいてもラン
プを点灯させず、無駄な電力消費を無くすることができる。



　ランプ収納部３Ａにはランプソケット４と、ランプソケット４に装着されるＥ１２型の
白熱ランプ５とを収納する。ランプソケット４は図２に示すように一端部の上端に両側方
向に軸部１１を形成し、この軸部１１の両端をランプ収納部３Ａの一側壁に沿うように形
成したリブ１２，１２の上端に対向するように設けた軸受け凹部１３，１３に上端の切欠
１３ａ，１３ａを介して嵌めて回動自在に支持されており、白熱ランプ５の装着時や交換
時に前面開口側へランプソケット４を軸部１１を中心として回動させることができるよう
になっている。また略Ｌ状に折り曲げられた支持ばね１５がランプソケット４の側方のラ
ンプ収納部３Ａ内で固定ビス１４で固定配置されており、この支持ばね１５の先端部が図
５に示すようにランプ収納部３Ａ内に収められた状態のランプソケット４の側面に弾接し
てランプソケット４が不必要に回動するのを防いでいる。ランプソケット４に接続された
リード線２３は、ランプ収納部３Ａの底部に形成した台部３０に設けた溝３１内に収めら
れるとともに上記仕切り壁２に形成した溝３２を介してプリント基板配設部３Ｂ内に導入
される。
【００２１】
　Ｌ字状のプリント基板配設部３Ｂは一辺の両端内部に端子収納部１６ａ．１６ｂを設け
、これら端子収納部１６ａ，１６ｂ内に端子板１７、鎖錠ばね１８からなる１対の速結端
子を夫々収納するとともに、鎖錠状態を解除するための解除釦１９を夫々収納してある、
各端子板１７は図において上方へ突出した突片１７ａをプリント基板６に設けた夫々に対
応する挿通孔２０に挿入されて半田付けされ、プリント基板６の回路に対して電気的に接
続される。各端子収納部１６ａ，１６ｂの底面には図４に示すように夫々の速結端子に対
応した電線挿入孔２１及び解除釦１９の操作用孔２２が開口している。一方の端子収納部
１６ａ内の速結端子は図１に示す電源端子３３，３３を構成し、他方の端子収納部１６ｂ
内の速結端子は図１に示す強制点灯／自動の切換スイッチＳＷ１ を接続するための端子３
４，３４を構成する。
【００２２】
　プリント基板６は図１の回路部の回路素子を実装するとともに上記ランプソケット４か
らのリード線２３を接続するもので、プリント基板配設部３ＢのＬ状開口縁に形成された
段部に載せ、側縁に形成した切欠８，８に挿通した固定ビス７，７をプリント基板配設部
３Ｂ内に形成せるリブ９，９に設けた穴１０，１０に螺入締結することにより固定される
。
【００２３】
　図１に示す回路部は、電源端子３３，３３に接続される交流電源ＡＣの両端にランプ交
換時の電源遮断用スイッチＳＷ２ と、ダイオードＤ１ と、限流抵抗Ｒ１ と、動作表示用の
発光ダイオードＬＥＤ１ とを介してダイオードブリッジＤＢを接続し、ダイオードＤ１ と
、限流抵抗Ｒ１ と、発光ダイオードＬＥＤ１ との直列回路に並列に白熱ランプ５を接続し
てある。ダイオードブリッジＤＢは両出力端間にサイリスタからなるスイッチ素子Ｓを並
列に接続してあり、このスイッチ素子Ｓを制御回路４０によりトリガしてオンさせること
により、上記白熱ランプ５をダイオードブリッジＤＢ、スイッチ素子Ｓを通じて交流電源
ＡＣに接続して点灯させるのである。
【００２４】
　ダイオードＤ１ で半波整流された脈流は３端子レギュレータＩＣ等からなる電源回路部
４１により所定の安定した直流電圧に変換される。電源回路部４１は、制御回路４０に電
源を供給するととともに、抵抗Ｒ２ と明るさセンサを構成するＣｄＳ素子からなる受光素
子４２との直列回路を接続している。
【００２５】
　制御回路４０は外付けした受光素子４２の両端電圧を監視してこの両端電圧が所定レベ
ル以下つまり所定の明るさレベル以上にあるのかどうかを監視する機能と、外付けした焦
電素子４３の検知信号の有無を検出する機能と、タイマ機能とを持ち、受光素子４２の受
光する明るさレベルが所定以下のときに焦電素子４３の検知信号を有効として、焦電素子
４３から検知信号があるとスイッチ素子Ｓにトリガ信号を与え、焦電素子４３からの検知
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信号が無くなると、外付けの時定数回路４４で定まる一定時間後にスイッチ素子Ｓに対す
るトリガ信号の出力と停止する機能を有している。尚回路４５は、制御回路４０内のクロ
ック発振回路の外付けＣＲ回路である。
【００２６】
　またダイオードブリッジＤＢの入力端間には上記の強制点灯／自動の切換スイッチＳＷ

１ が端子３４，３４を通じて接続することができ、切換スイッチＳＷ１ をオンすると白熱
ランプ５は交流電源ＡＣに切換スイッチＳＷ１ を介して接続されて点灯する。つまり切換
スイッチＳＷ１ をオンすればスイッチ素子Ｓがオフ状態であっても強制的に白熱ランプ５
を点灯させることができる。またオフすれば制御回路４０の制御に基づくスイッチ素子Ｓ
のオン、オフにより白熱ランプ５を自動的に点灯、消灯させることができる。
【００２７】
　上記焦電素子４３と、受光素子４２と、発光ダイオードＬＥＤ１ とは図２に示すように
プリント基板６の一辺の表面に配置され、電源遮断用スイッチＳＷ２ はプリント基板６の
他辺の表面に配置され、ボディ１Ａにカバー１Ｂが被着されると、カバー１Ｂに設けた受
光窓２８に焦電素子４３の検知面とこの焦電素子４３の近傍に設けた発光ダイオードＬＥ
Ｄ１ の発光部が臨み、さらに別に設けた受光窓２７に受光素子４２の受光面が臨み、また
カバー１Ｂに設けた操作孔２６に電源遮断用スイッチＳＷ２ のアクチュエータが臨む。
【００２８】
　ここでカバー１Ｂは両側に２連の大角形配線器具に対応する合成樹脂製の取付枠５０或
いは金属製の取付枠の中央開口部に嵌合する突出部５１と、この突出部５１の両側に設け
た平坦部５２とを有し、平坦部５２の両側部には取付枠５０に設けた係止孔５３に着脱自
在に係入する係止爪５４を夫々二対ずつ設け、また突出部５１の両側面の基部には金属製
取付枠の係止部を係止する係止凹部５５を一対設けてあり、一般の埋め込み配線器具と同
様に取付枠５０（或いは金属製取付枠）を用いて壁面に埋設したスイッチボックスや埋め
込み穴への取付けができるようなっている。そして両側裏面より突出させた結合用爪５６
，５７をボディ１Ａに設けた結合孔５８，５９に係入することによりボディ１Ａに結合固
定されてボディ１Ａとともに器具本体１を構成する。
【００２９】
　さてカバー１Ａの突出部５１にはボディ１Ａのランプ収納部３Ａに対応する開口窓６０
を設けてあり、この開口窓６０には透光性の樹脂により形成された図２に示すセード６１
が着脱自在に嵌合され、白熱ランプ５の照明光はこのセード６１を介して外部へ出ること
になる。
【００３０】
　セード６１のカバー１Ａへの固定は、セード６１の一側部の裏面より突出させた係止爪
６２を開口窓６０の対応する内面に開口した係止孔６３に係入させるとともに、セード６
１の他側部の外面に設けた係止突起６３を開口窓６０の対応する内面に設けた係止凹部（
図示せず）に弾性係入することにより行われる。この固定を外す場合にはセード６１の他
側部の外面に設けた凹部６４に開口窓６０の開口縁に設けた溝６５から挿入したドライバ
等の治具先端を凹部６４に係止させて治具を梃として利用しセード６１の他側部を持ち上
げて係止突起６３を係止凹部から離脱させるのである。つまりセード６１を外すことによ
りランプ収納部３Ａ内の白熱ランプ５の交換を可能としている。
【００３１】
　またセード６１の一端の裏面には開口窓６０に被着したときにカバー１Ｂに設けた上記
操作孔２６に挿入されてボディ１Ａ内の電源遮断用スイッチＳＷ２ のアクチュエータを押
し駆動する押し込み突起６６を突出させてある。従ってセード６１を外した状態では電源
遮断用スイッチＳＷ２ がオフしており、この状態では自動点灯機能が働かないため、不必
要に白熱ランプ５が点灯することもない。またボディ１Ａのランプ収納部３Ａ内のランプ
ソケット４の表面を押さえる突起６７とを夫々突出させてある。
【００３２】
　上記の受光窓２８及２７はカバー１Ｂの突出部５１に開口しており、受光窓２７にはカ
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バー１Ｂの内側に取り付けられるカバー７０のレンズ部７１が嵌め込まれ、レンズ部７１
により受光素子４２の受光面に外光が集光されるようになっている。
【００３３】
　また受光窓２８には集光レンズ７２を複数一体形成したレンズ本体７３と、反射ミラー
７４を設けたミラー支持体７５とで構成された光学ブロック７６が装着されている。
【００３４】
　このミラー支持体７５は枠状に形成され、その開口部の中央上方にＶ状の反射ミラー７
４を支持配置したものである。一方レンズ本体７３は合成樹脂の成形品からなる両側が傾
斜面となった裏面開口の箱状のものであって、傾斜面及び前面部に集光レンズ７２を図６
に示すように一体形成したものである。そして受光窓２８には裏面側からレンズ本体７３
を嵌め込み、受光窓２８の表面開口部に突出形成してある突出壁７７の内側に設けた凹部
７８にレンズ本体７３の周縁を図５に示すように当接し、この状態でミラー支持体７５の
反射ミラー７４をレンズ本体７３の裏面凹部に受光窓２８の裏面側から挿入して図６に示
すように反射ミラー７４の上端部をレンズ本体７３の裏面に当接してレンズ本体７３を押
え、この状態でカバー１Ｂの裏面に固定ビス７９によりミラー支持体７５を固定すること
により同時にレンズ本体７３を固定してる。
【００３５】
　ここでレンズ本体７３の各集光レンズ７２は焦電素子４３の検知有効視野を通る光軸を
有し、焦電素子４３のチップの検知面に焦点Ｘを結ぶようになっている。一方反射ミラー
７３は集光レンズ７２を透過した熱線中焦電素子４３の検知有効視野を通らないものを、
反射して焦電素子４３の検知有効視野を通し、焦電素子４３のチップの検知面に集光させ
るようにしたもので、広い範囲で集光を可能としている。
【００３６】
　図７乃至図１１はレンズ本体７３と反射ミラー７４の別の形状例を示しており、図７の
場合にはＶ状の開きを大きくした反射ミラー７４を用いてレンズ本体７３の前面側に設け
る集光レンズ７２の数を増やし、また集光範囲をより広角にしたものである。図８乃至図
１１の場合には反射ミラー７４の中央部に開口７４ａを設け、この開口７４ａに対向する
レンズ本体７３の前面中央にも集光レンズ７２を形成して、レンズ本体７３の正面からの
熱線を焦電素子４３のチップの検知面に集光させることができるようにしたものである。
そして図９の例ではレンズ本体７３の正面を球面状にしたものであり、また図１０の例で
は、上記開口７４ａを筒状に形成してその筒状内壁面７４ｂにも反射面を設け、正面の集
光レンズ７２を通しても広範囲に集光できるようにしたものである。
【００３７】
　而して反射ミラー７４と集光レンズ７２を設けたレンズ本体７３との組み合わせにより
、カバー１Ｂの前面よりの突出量を小さくしても図１２に示すように広角に集光できるよ
うになり、そのため設置位置から遠方にいる人Ｍの熱線をも容易に集光でき、検知距離Ｌ
を延ばすことできる。尚Ｙは廊下を示す。
【００３８】
　ところでカバー１Ｂの突出部５１の裏面にはボディ１Ａに被着した時に仕切り壁２の上
端に当接して焦電素子４３が収納される部分と、ランプ収納部３Ａとの間を遮断する二重
構造の仕切り壁８０を図５に示すように設けてあり、この仕切り壁８０と、ボディ１Ａの
仕切り壁２と、プリント基板６とで白熱ランプ５の熱が焦電素子４２に影響を与えないよ
うに断熱してある。
【００３９】
　また白熱ランプ５の熱を逃がすために図５に示すように壁面Ｗに器具本体１を配設した
時に上面となるランプ収納部３Ａの面には外部に連通する空気排出孔８１を開口し、また
ランプ収納部３Ａの下部に位置する背面となる面には空気流入孔８２を開口してある。つ
まり白熱ランンプ４の発熱によって生じる対流により冷たい外気をランプ収納部３Ａ内に
流してランプ収納部３Ａの温度上昇を抑制するようになっている。
【００４０】
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　尚図２の８３は化粧カバーで、係止爪８４を取付枠５０の係止部８５に係入することに
より取付枠５０の前面側に取りつけられるものである。
【００４１】
　而して本発明照明器具では、外光の明るさレベルが所定レベル以下において、焦電素子
４３からなる熱線センサに検知信号が発生すると制御回路４０はスイッチ素子Ｓをオンし
て白熱ランプ５をダイオードブリッジＤＢ、スイッチ素子Ｓを通じて交流電源ＡＣに接続
して点灯させる。そして焦電素子４３からなる熱線センサの検知信号が無くなると、制御
回路４０は一定時間経過後にスイッチ素子Ｓをオフさせて白熱ランプ５の通電を遮断し、
消灯させる。
【００４２】
【発明の効果】
　請求項１の発明は、規格化されたスイッチボックスに対応する寸法モジュールで形成さ
れ、スイッチボックス取り付け用取付枠を介して壁面に埋設されたスイッチボックス内又
は壁面に開口した埋め込み穴内に取付けられ、前面を壁面外に露出する器具本体と、この
器具本体内に形成され器具本体の前面側が開口したランプ収納部に収納され、ランプ収納
部の前面開口部より器具本体外に照明光を出すランプと、器具本体に収納されて器具本体
の前方から来る熱線を感知する熱線センサと、器具本体に収納され、熱線センサの検出出
力の立ち上がりがあるとランプを点灯させ、その後熱線センサの検出出力の立ち下がると
一定時間後にランプを消灯させる制御回路と、ランプ交換時に電源を遮断するスイッチと
を備え

ので、壁面内に器具本体を通常の埋
め込み配線器具と同様にスイッチボックスや壁面に設けた埋め込み穴に埋設することがで
き、そのため外部に突出する量が少なく、狭い廊下の壁面に設けても歩行の邪魔にならず
、しかも熱線センサと制御回路により、人が近づいた場合に自動的にランプを点灯させ、
人が遠ざかると自動的にランプを消灯させることができるため、手動の操作のように手間
がかからず、また消し忘れも防止できるという効果があり、しかも遅延消灯となるため熱
線センサの検知エリアの境界付近での人の動きがあっても人の動きによりランプが点滅す
るようなことが起きず、使用者に不快感を与えないという効果がある。

【００４３】
　請求項２の発明は、熱線センサの収納部位を囲繞する壁の内ランプ収納部と隣接する壁
を２重の壁としたので、ランプ収納部と熱線センサの収納部位との間の断熱が図れ、ラン
プの熱が熱線センサへ影響を及ぼすのを防ぐことができるという効果がある。
【００４４】
　請求項３の発明は、ランプ配置位置より下方位置のランプ収納部の壁面に器具本体外に
連通する空気流入孔を開口するとともにランプ配置位置より上方位置のランプ収納部の壁
面に器具本体外部に連通する空気流出孔を開口したので、ランプの発熱によって起きる対
流によりランプ収納部の熱せられた空気を器具本体外へ排気し外部から冷たい空気を吸気
することができ、そのためランプ収納部内の温度上昇を抑制できるという効果がある。
【００４５】
　請求項４の発明は、

【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の一実施例の回路図である。
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、器具本体の前面には熱線を内部に取り込む受光窓を設け、この受光窓には器具本
体の前方からの熱線を器具本体内の熱線センサの検知面に集光させる集光レンズを複数夫
々の光軸の方向を異ならせて設けたレンズ本体を被着するとともに、レンズ本体の裏側に
集光レンズを通過した熱線の内熱線センサの有効視野外へ向かう熱線を、熱線センサの有
効視野内を通るように反射させる反射ミラーを設けた

さらに、レンズ本
体の突出量を抑えつつ広い範囲から熱線を集光できるという効果がある。

器具本体に収納され、器具本体外の外光の明るさレベルを検知する
明るさセンサを付加し、この明るさセンサの検知する明るさレベルが所定レベル以上のと
きランプの点灯動作をキャンセルさせる機能を制御回路に備えたので、ランプの照明が不
要な明るい状態では、人が近づいてもランプを点灯させず、無駄な電力消費を無くするこ
とができるという効果がある。



【図２】　同上の分解斜視図である。
【図３】　同上の分解斜視図である。
【図４】　（ａ）は同上の正面図である。
　（ｂ）は同上の側面図である。
　（ｃ）は同上の背面図である。
【図５】　同上の壁面取付け状態を示す断面図である。
【図６】　同上の光学系の説明図である。
【図７】　同上の別の光学系の説明図である。
【図８】　同上の他の光学系の説明図である。
【図９】　同上の更に別の光学系の説明図である。
【図１０】　同上の更に他の光学系の説明図である。
【図１１】　同上のまた更に他の光学系の説明図である。
【図１２】　同上の光学系の集光範囲の説明図である。
【符号の説明】
　５　　白熱ランプ
　４０　制御回路
　４２　受光素子
　４３　焦電素子
　Ｓ　　スイッチ素子
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】
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